
展示「近代との対話」（前期）

平成 25 年 2 月 18 日（月）～3 月 13 日（水）

滋賀県では、明治から昭和戦前期にかけて作成された公文書を歴史的文書として

大切に保管しています。9,068 冊におよぶ歴史的文書の中には、県の沿革と県政

に関する文書だけではなく、日本中を驚かせた大津事件についての記録、行幸や外

国貴賓の来県、人びとのくらしや社会状況がうかがえるものなど、さまざまな文書

があります。 【 】は滋賀県歴史的文書の文書番号

滋賀県の誕生
「県名改称の達」

明治 5 年（1872 年）1 月

太政官から大津県に、県名を「滋賀県」

に改称するよう達した文書。この時の滋賀

県は滋賀・栗太・甲賀・野洲・蒲生・神崎

の南部 6 郡を管轄し、愛知
え ち

・犬上・坂田・

浅井・伊香・高島の北部 6 郡は長浜県の管

轄だった。この翌月、長浜県も「犬上県」

と改称し、さらに 9 月には両県が合併して

現在と同じ領域の「滋賀県」が誕生する。

【明う 152（13）】

「若狭・越前 4 郡合併の布達」

明治 9 年（1876 年）9 月

経費節減などを目的に行われた明治 9 年の

府県統廃合によって、敦賀県（現在の福井県と

ほぼ同じ領域を管轄していた）が廃止され、若

狭国（三方
み か た

郡・遠敷
おにゅう

郡・大飯
お お い

郡）と越前国敦賀

郡が滋賀県へ、残りの地域は石川県へと移管さ

れた。これによって、滋賀県は若狭湾に面した

県となった。

この時期の滋賀県管内をあらわしたのが、県

政史料室 HP トップ画像の「新撰滋賀県管内全

図（明治 13 年）（滋賀県立図書館蔵）」である。

【明い 81（19）】



県政に関する文書

「若狭・越前 4 郡離脱に対する建議書」 明治 14 年（1881 年）2 月

明治 9 年の若 越
じゃくえつ

4 郡合併から 5 年後、福井県の設置にともない、若越 4 郡は滋賀県か

ら福井県へ移管されることが決定した。これに対し、当時の滋賀県令籠手田安定
こ て だ や す さ だ

は、太政

大臣三条実美
さんじょうさねとみ

と内務卿松方正義
まつかたまさよし

に宛てて、若越 4 郡は地理・歴史・人情の面で滋賀県に近

いことなど 7 カ条にわたる主張を展開し、滋賀県からの分離に反対する建議書を提出した。

この後も籠手田安定は反対書を送り、遠敷
おにゅう

郡でも滋賀県への復帰運動が起こったが、決定

が覆ることはなかった。 【明お 76 合本 5（31）】

「滋賀県印譜」 明治 8 年～明治 27 年

（1875 年～1894 年）

滋賀県で用いられた印章を捺したもの。県

の各課・掛
かかり

印のほか、警察署・郡役所・裁判

所・監獄署の印、役職と氏名の入った印、「滋

賀県敦賀出張所」の印などが捺されている。

右は、明治 24 年 5 月 16 日から 6 月 15

日まで、在任 1 カ月で北海道庁長官に転任し

た渡辺千秋知事の印が、直後に就任した大越

亨知事の印材に再利用されたことが記されて

いる。 【明お 41 合本 1】



「県会開設の布達」

明治 12 年（1879 年）4 月

明治11年7月に公布された「府県会規則」

に基づき、県会（現在の県議会）を 4 月 20

日から開設することを通知した文書。滋賀県

では明治12年2月から4月にかけて選挙が

行われ、当時滋賀県に属していた若 越
じゃくえつ

4 郡を

含む県内 16 郡から議員が選出された（定員

64 名）。第 1 回県会は大津の顕証寺
けんしょうじ

で開かれ

た。

なお、滋賀県では県会開設以前の明治5年、

県令松田道之が地方議会の先駆である議事所

をいち早く設置し、施政のための意見を求め

ている。 【明い 104（22）】

「昭和 11 年二見・平知事引継書」 昭和 11 年（1936 年）

二見直三
ふたみなおぞう

前知事から平敏孝
たいらとしたか

知事への交代時に作成された引継書類中、近江神宮創建に

関する部分。知事が上京するたびに、神社創建に対する県民の熱意を内務大臣に伝え、有

力者への働きかけなどを行っていたことが記されている。昭和 13 年に至り、約 40 年に

わたる県民の宿願だった近江神宮創建が決定し、鎮座祭は皇紀 2600 年に合わせて昭和

15 年 11 月 7 日に執り行われた。 【昭お 4 合本 1】



皇室・外国貴賓関係

「露国（ロシア）皇太子殿下御遭難記事 稿」

明治 24 年 5 月 11 日にロシア皇太子ニコライが、沿道警備にあたっていた警

察官津田三蔵の襲撃を受けた事件（大津事件）の顛末
てんまつ

をまとめた記事。襲撃に驚き

人力車を降りて逃げるニコライの危急を最初に救ったのは、同行していたギリシャ

王子ジョージだった。ジョージは直前に立ち寄った県庁の物産陳列所で購入した草

津村産の竹根鞭
たけねむち

で三蔵を背後から殴り、これに驚いて怯んだ三蔵を車夫たちが取り

押さえた様子が記されている。 【明か 23（1）】



「臨幸御道筋及奉迎順序の件」 明治 23 年（1890 年）3 月

明治 23 年 4 月 9 日、明治天皇が琵琶湖疏水開通式に行幸した際、旧県庁舎の正庁が御

座所となった。県庁到着後、御座所まで知事が先導し、庁舎の図面や滋賀県管内の概況一

覧表などを天覧に供したことや、昼食後に県会議事堂を案内したことなどが記されている。

現在、本館正面東側にある明治天皇聖蹟碑は、この行幸を記念して、昭和 14 年（1939

年）の県庁舎改築にあたり建立されたものである。 【明か 4 合本 2（20）】

「悠紀斎田勅定に関する件」

昭和 3 年（1928 年）2 月

昭和 3 年 11 月の大嘗祭
だいじょうさい

（天皇即位後最初の

新嘗祭
しんじょうさい

）にあたり、滋賀県が悠紀国
ゆきのくに

に卜 定
ぼくじょう

（吉

凶を占って物事を決定すること）されたことを県

民に伝えた文書。悠紀国は東日本から選ばれ、西

日本から選ばれる主基国
すきのくに

とともに、その年に収穫

した稲を祭に供える。9 世紀後半から江戸時代ま

では、悠紀国は近江国に固定されていたが、明治

維新後は毎回卜定されることになった。この後 3

月には斎田
さいでん

（大嘗祭に供える稲を作る田）として

野洲郡三上村大字三上の 1 町 21 反の田が選ば

れ、栽培する稲は「瑞穂」と名付けられた。

【昭あ 154 合本 1（1）】



人びとのくらし

「学校競技参考資料に関する件」 大正 9 年（1920 年）

競技運動の参考資料として、県内各学校に各種競技記録と衛生上の留意点とを提出さ

せたもの。これは伊香郡高月尋常高等小学校の競技記録。このほか、県立膳所中学校の

記録には、坂本から四明岳
しめいがたけ

頂上（標高 838m）までを走る「山野縦断競走」（クロスカ

ントリー）の記録もある。 【大し 209（145）】

「大嘗祭悠紀斎田記念写真」 昭和 3 年（1928 年）

御田植式後の野洲郡三上村大字三上の斎田を撮影した写真。このほか、斎田
さいでん

の諸施設や

抜穂式の様子なども撮影されている。



「日食観測成績報告の件」

昭和 11 年（1936 年）6 月

6 月 19 日の日食について、彦根測候

所（彦根地方気象台の前身）からの観測

報告書に添付された写真。県内では 14

時16分から16時35分ごろまで部分

食が観測された。報告書には雲量・温湿

度・気圧・風速などのほか、15 時台に

は「薄暗トナル、陰影ガ二重ニ見ヘル」

と、平成 24 年（2012 年）の金環日

食と同様の影が見られたことが記され

ている。 【大た 75 合本 4（43）】

「戦時食生活―混食、代用食、雑炊の栄養献立―」 昭和 20 年（1945 年）頃

第二次世界大戦末期に、米の消費節約のため県が作成した小冊子。食材の栄養を失

わずに調理するための注意事項や、甘藷
かんしょ

・馬鈴薯
ばれいしょ

の貯蔵方法と代用食品としての加工

方法、米の炊き方など細かく記されている。また、代用食や混食、粥食、雑炊のレシ

ピを挙げて、栄養を維持しつつ「戦時食生活が栄養日常食になる」努力と工夫とを促

している。 【昭こ 368（4-8）】



「郡市町村学校各種団体考案配布印刷物」 大正 14 年（1925 年）

第一次世界大戦（1914 年～1918 年）中、戦争特需により国内は好景気に沸いたが、

戦後は一転して反動不況に陥った。これを受けて政府は浪費を戒め、勤倹・貯蓄意識の向

上のため、「民力涵養
かんよう

運動」を国民に奨励した。上のポスターは、大正 14 年 2 月に実施さ

れた「第二回勤倹強調運動期間」に、県内の市町村、学校や各種団体が作成・掲示したも

の。身近な嗜好品を「1 日やめる」ことで節約を促すものなど、様々なポスター・標語が

作成された。 【大そ 7（1）】


